
「児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の制定について」

に対する意見募集について

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」及び「婦人保護施設の設備及び運営

に関する基準」については、これまで厚生労働省令により全国一律に規定されていま

したが、平成 23年５月５日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革
の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等により児童福祉法及び社会福祉法

が改正されたことに伴い、上記の基準については、都道府県が条例で定めることとな

りました。

このたび条例を制定するにあたり、「児童福祉施設の設備及び運営の基準に関

する条例等の制定について」を公表し、広く県民の皆さまからご意見を募集します。

１．公表する資料

（１）「児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の制定について」

２．公表の方法

案及び資料の公表は、次の方法により行います。

（１）インターネットによる閲覧

奈良県こども家庭課ホームページに掲載します。

（２）資料冊子での閲覧 以下の場所で閲覧できます。

① 県政情報センター（県庁舎東棟１ F）
② 県民お役立ち情報コーナー（奈良県産業会館、吉野県税事務所（吉野町中央公

民館）、西奈良県民センター、桜井総合庁舎（桜井県税事務所）、県庁舎東棟１Ｆ

県民ホール、県立図書情報館）

③ 県こども家庭課（県庁主棟３階）

３．募集期間

平成２４年１０月１１日（木）～ １０月３１日（水）必着

４．意見の提出方法

以下の記載項目を記入した書面を、下記（郵送・ファクシミリ・電子メール）のいずれ

かの方法で提出してください。

※ なお、電話でのご意見の提出はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承願います。

【記載項目】（必ず記入してください）

◆提出される方に関する事項 （公表はいたしません。）

・氏名（企業・団体の場合は企業・団体名、部署名及び担当者名）

・郵便番号・住所（所在地）

・電話番号・ファクシミリ番号

※ 「提出者に関する事項」は、必要に応じてご意見の具体的な内容について確

認させていただく場合のためにご記入いただくものであり、公表いたしません。

◆意見の内容

・意見の内容

※ どの部分についての意見かがわかるように、該当ページ及び箇所を明記して

ください。

※ 意見提出の様式例は別添のとおりですが、本記載項目が記載されていれば、

様式は問いません。



（１）郵送 次の宛先まで送付してください。募集期間内必着ですのでご注意下さい。

〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０（住所記載不要）

奈良県こども家庭課 「基準条例」担当あて

（２）ファクシミリ 次の宛先まで送付してください。

ファクシミリ番号： ０７４２－２７－８１０７

奈良県こども家庭課「基準条例」担当あて

（３）電子メール メールアドレス：kodomo@office.pref.nara.lg.jp
件名に「基準条例の制定に関する意見」と入力いただき、テキスト形式でメール本文

に記載し、上記の宛先まで送付してください。

なお、添付ファイルによる意見の提出はご遠慮願います。

５．ご意見等の取り扱い

○ ご提出いただいたご意見等につきましては、こども・女性局こども家庭課で検討し、

必要と考えられるものについては、条例に反映します。

○ ご意見の概要とそれに対する県の考え方、本案を修正した場合はその内容について、

県のホームページ等において一定期間公表します。

○ 賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明確なものにつきましては、県の考え方を

お示しできない場合があります。

○ いただきましたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承

願います。

６．提出先・問い合わせ先

〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０ 奈良県こども・女性局こども家庭課

児童虐待対策係

電話番号：０７４２－２７－８６０５（直通）

ファクシミリ番号：０７４２－２７－８１０７

メールアドレス：kodomo@office.pref.nara.lg.jp



（別紙 意見提出様式例）

「児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の制定について」に関する

意見

氏名（または団体名）

団体の場合

部署及び担当者名

住所または所在地 （〒 － ）

※ 企業・団体の場合は所在地を記入してください

電話番号・ﾌｧｸｼﾐﾘ番号

［ご意見等］

※ 氏名及び住所は、必要に応じてご意見の具体的な内容について確認させていただく

場合のためのものであり、公表いたしません。奈良県個人情報保護条例に基づき適切

に処理します。

◆ 郵送：〒６３０－８５０１ 住所記載不要（奈良市登大路町３０番地）

奈良県こども家庭課「基準条例」担当あて

◆ ファクシミリ番号：０７４２－２７－８１０７

◆ メールアドレス：kodomo@office.pref.nara.lg.jp
※ 締切：平成２４年１０月３１日（水）必着 郵送の場合ご注意ください。


